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茨城県全域基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

   設定する区域は、平成 29 年 11 月現在で、水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、

結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、

牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑

西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみ

らい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、阿見町、河内町、八千代町、五

霞町、境町、利根町、東海村、美浦村、の 32 市 10 町 2村の行政区域とする。面積は概

ね 609,706 ヘクタール（茨城県面積）である。 

なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び県自

然環境保全地域は本区域から除くものとする。 

また、本区域は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥

獣保護区、自然公園法に規定する国定公園、自然公園法に規定する県立自然公園、環境

省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高

い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、国内希少野生動植物の生息

（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等を含むものであるため、「８ 環境の保全その他地

域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」において、環境保全のために配慮を行う

事項を記載する。 

なお、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保

護区、自然公園法に国立公園、チギ・チドリ類渡来湿地は本区域には存在しない。 

【促進区域図は別紙のとおり】 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

 ① 地理的条件 

本県は、関東地方の北東部に位置し、政治・経済の中心地で大消費地でもある東京か

ら 35～160km 圏と近接し、全国第４位の可住地面積も有しており、ゆとりある居住環境

を備える等、都市的な生活と自然の豊かさを享受できる、暮らしやすい環境にある。 

また、常陸風土記の編さんや国分寺の建立等、長い歴史と文化を有し、特に水戸藩 

による「大日本史」編さん事業や日本遺産に認定された藩校弘道館、日本三名園とも言

われている偕楽園に代表されるように、学問や文化の振興が全国に先駆けて行われてき

た。 

さらに、伝統産業として、結城紬、笠間焼、真壁石燈籠が国の伝統的工芸品に指定さ 

れているほか、日立鉱山をもとに発展し、鉱山機械の修理工場として設立された日立製

作所の創業地として、歴史のあるものづくり産業の集積地域である日立市等がある。 

 

 ② インフラの整備状況 

高速道路網としては、本県で全線開通している常磐自動車道、北関東自動車道、首都 

圏中央連絡自動車道の他、東関東自動車道水戸線の茨城空港北ＩＣ以南への延伸等、更

なる高速道路網の整備が進んでいる。 
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鉄道に関しては、平成 27年に上野東京ラインが開通し、品川駅までの直通運転が増 

便されつつある常磐線や、東京への延伸が期待されるつくばエクスプレス等、利便性の

向上が図られている。 

また、港湾については、旧日立港、常陸那珂港、大洗港の３港が統合し、多様なニー

ズに対応している「茨城港」と、鹿島臨海工業地帯の海上輸送基地である「鹿島港」の

２つの重要港湾を有している。 

さらに、百里飛行場（茨城空港）については、国内４ヶ所（札幌、神戸、福岡、那覇）

のほか、海外への定期便の就航が進み、首都圏の航空需要の一翼を担う等、陸海空の広

域交通ネットワークの整備が進んでいる。 

 

③ 産業構造 

ア ものづくり産業の集積 

県北地域には、電機・機械産業の大手企業の工場群とそれらを支える高度な技術を

有する協力企業が集積しており、東南部の鹿行地域は、我が国でも有数の金属・石油

化学産業の一大集積地となっている。 

また、大消費地の東京に近い県南地域や県西地域には、飲料品や食料品関係の大手

企業の工場が数多く立地するとともに、産業用ロボットや事務用機械・農業機械等の

大手企業の工場等が立地するほか、最近では大手自動車企業が県西地域に進出し、そ

の協力企業の立地も進む等、ものづくり産業がより一層集積しつつあり、平成 26 年

の製造品出荷額等は、全国８位となっている。 

 

イ 科学技術の集積 

東海地区には、平成 20年 12 月に稼働を開始した大強度陽子加速器施設「J－PARC」 

をはじめ、原子力関係の研究機関が集積しているほか、つくば地区には、29 の国等

の研究・教育機関が立地する等、最先端科学技術が集積している。 

特に平成 23 年 12 月に国際戦略総合特区に指定された、つくば市を中心とする区域

においては、次世代がん治療法（BNCT）の開発、生活支援ロボットや化石燃料にかわ

る藻類バイオマスエネルギーの実用化等、ライフイノベーション、グリーンイノベー

ションの分野において、我が国の成長発展に貢献する９つのプロジェクトが進んでい

る。 

 

ウ 農林水産業・食品加工分野 

本県の主要な産業の一つである農林水産業は、メロンの「イバラキング」、イチゴ

の「いばらキッス」、梨の「恵水」等県オリジナル品種のブランド化や食品企業と連

携した６次産業化、独立行政法人日本貿易振興機構や商社等と連携した輸出促進の取

組を通じて、農業産出額８年連続全国第２位や東京都中央卸売市場青果物取扱高 13

年連続第１位を堅持する等、首都圏への食料供給基地として確固たる地位を担ってい

る。 

また、県内の事業所数で最も多いのは食料品製造業であり、県内の製造品出荷額に

おいて、食料品製造業は第２位を占めている。 
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エ 好調な企業立地 

本区域の地理的優位性や広域交通ネットワーク等の事業環境の整備、各種優遇制度

等を活用した積極的な企業誘致により、過去 10 年間の立地面積や県外企業立地件数

は全国第１位と、全国トップクラスを維持している。 

こうした科学技術や産業の集積を最大限に活用して、今後成長が見込まれ経済的波

及効果の大きい分野を中心に、さまざまな分野で国際競争力のある新技術・新製品の

開発が進んでいる。 

 

 ④ 人口とその分布 

平成 27 年国勢調査によると本県の人口は、2,916,976 人。大正 9 年の第 1 回調査時

の約 135 万人と比べると、95 年間で 2.2 倍となっている。時系列で本県の人口の推移

を見ると、昭和 50 年代には 10％近い増加率を示し、60 年以降は増加率が鈍化する傾向

となり、平成 17 年からは減少に転じている。 

本県内では、県央部に位置する水戸市が約 27 万人で最も人口が多く、2 番目は県南

部に位置し、筑波研究学園都市の開発とともに成長したつくば市で約 22 万人。3 番目

は県北に位置し、ものづくり産業の中心となっている日立市で約 19 万人。可住地面積

が広いことを背景に、この様に県内全域に広く人口が分布している。 

  

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

   本県における各地域の強みを関連する産業に波及させ、好循環を生み出すことを目指

す。具体的には、本県の有するものづくり産業や研究・開発拠点の集積、整備が進む広

域交通ネットワーク等を最大限に活用し、大変革の時代に即応して継続的に新たな価値

を創出していくことで、本県の産業を魅力的で多様性のあるものとする。その結果、雇

用が持続的に創出され、若者や女性をはじめとする幅広い人材の本県への還流・定着が

図られることを目標に、様々な取組を通じて、県全域における好循環を生み出すものと

する。 

 

（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 

区分 現状（H24） 計画終了後（R4） 増加率 
全産業付加価値額 5,219,713 百万円 5,532,896 百万円 ６％ 

※全産業付加価値額：平成 24年経済センサス－活動調査 

（算定根拠） 

  増加率については、本県の産業大分類別の付加価値額は、平成 24 年経済センサス活動

調査によれば、「製造業」が 1 兆 7,399 億円（全産業の 33.3%）と最も多く、それ以外の

産業に波及することから、付加価値額の経年推移を確認できる工業統計調査の付加価値額

を基に算出した。 

  工業統計調査の茨城県における過去５年間（平成 23 年から平成 27 年）の付加価値額の
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増加率の平均が 1.2%であることを踏まえ５年間で６%とした。 

  また、県政運営の基本方針である県総合計画の部門別計画である「茨城県産業活性化に

関する指針」に掲げる成果目標を参考にＫＰＩを設定し、一体となり計画的かつ効果的な

施策展開を目指す。 

 

【任意記載のＫＰＩ】 

番号 指標の項目 現状値 計画終了後 

１ 成長分野のうち自動車分野及び医療分野産業

の製造品出荷額等 

5,714 億円 
（H25） 

6,824 億円 
（R4） 

２ サービス産業年間生産額 19，780 億円 
（H24） 

23，169 億円 
（R4） 

３ サービス産業の労働生産性の年間平均伸び率 1.0％ 
（H24） 

3.0% 
（R4） 

４ 輸出を行っている中小企業数 218 社 
（H26） 

330 社 
（R4） 

５ 従業員 1人当たりの製造品出荷額等 4,402 万円 
（H26） 

5,071 万円 
（R4） 

６ 観光地点等入込客数（延べ人数） 5,075 万人 
（H26） 

8,450 万人 
（R4） 

７ 外国人旅行者数 187 千人 
（H26） 

720 千人 
（R4） 

８ 観光消費額 2,260 億円 
（H26） 

3,950 億円 
（R4） 

 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

 本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）～（３）の要件全てを満たす事業を

いう。 

 

（１）地域の特性の活用 

   「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観

点からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に

沿った事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

   地域経済牽引事業の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が

5,092 万円（本県の１事業所あたり平均付加価値額（経済センサス－活動調査（平成 24

年））を上回ること。）） 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

   地域経済牽引事業の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内に
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おいて、次のいずれかの効果が見込まれること。 

  ①促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で５％以上増加すること 

  ②促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で５％以上増加すること 

  ③促進区域に所在する事業者の雇用者数は開始年度比で１.７％以上増加すること 

  ④促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で５％以上増加する

こと 

 

なお、（２）、（３）については地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定し

ており、計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

   該当なし。 

 

（２）区域設定の理由 

 

（３）重点促進区域に存する市町村が指定しようとする工場立地特例対象区域 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみ

た地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①県内の輸送用機械・産業機械、環境・新エネルギー、医療・介護、食品等の産業集積を

活用した成長ものづくり分野 

 ②県内の国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、民間研究所等が

保有するデジタルデータ・ロボット・ＡＩ等の技術を活用した第４次産業革命分野 

 ③研究機関等が保有する原子力科学等の最先端技術を活用した成長ものづくり分野 

④県内に集積する研究機関の研究成果を活用したサービス産業分野 

⑤野菜や果樹等全国トップクラスの産出額を誇る農林水産物を活用した農林水産分野 

⑥茨城県上海事務所等の海外拠点や独立行政法人日本貿易振興機構茨城貿易情報センタ

ー等の知見を活用した海外展開分野 

⑦４本の高速道路網及び２つの重要港湾、空港等陸海空の交通・物流インフラを活用した

物流関連分野 

⑧筑波山、霞ケ浦、海岸線等の自然景観をはじめとした豊かな観光資源を活用した観光分

野 

 

（２）選定の理由 

①県内の輸送用機械・産業機械、環境・新エネルギー、医療・介護、食品等の産業集積を

活用した成長ものづくり分野 
本県の筑波研究学園都市は、国立大学法人筑波大学や国立研究開発法人産業技術総合研

究所をはじめとする国等の研究教育機関が立地している国内有数の研究開発拠点である

一方、県北地域や県西地域を中心として、様々な多種多様なものづくり企業が集積して

いる。 
こうした強みを活かした中小企業の発展や企業誘致の推進による地域経済の活性化が

望まれるところ、本県においては、今後の成長が見込まれる自動車・産業機械、環境・

エネルギー、医療・介護、食品等の産業分野において、産学官連携に係る事業や企業誘

致、さらには研究施設や本社機能移転を推進しており、茨城県総合計画において以下の

とおり成果指標を掲げる等、計画的な取組を進めている。 
今後も、茨城県総合計画と連動し、つくば等を中心とした科学技術や県内の産業集積

を活用し、成長ものづくり分野における県内企業支援を推進していく。 
○産学官連携による新製品等開発件数（累計） H26 年：31件 → R3 年：106 件 

 

ア 自動車・産業機械 
本県では、日野自動車株式会社の大型・中型トラックの全車種・全量を生産してい

く古河工場（古河市）や株式会社小松製作所茨城工場（ひたちなか市）、日立建機株式

会社（ひたちなか市、土浦市、かすみがうら市）といった、自動車、建設機械メーカ

ーのマザー工場が立地するほか、国内外の自動車メーカーに対し、エンジン関連機器
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や電装品、走行制御システム等を供給する日立オートモーティブシステムズ株式会社

（ひたちなか市）が立地している。 
また、機械加工やダイカスト、プレス等について、技術的優位性を有する中小企業

が集積しており、部品や技術等を提供することにより、上記大手企業等を下支えして

いる。 
さらに、一般財団法人日本自動車研究所や国立研究開発法人産業技術総合研究所、

国立大学法人茨城大学等、この分野に関連する大学・研究機関の立地もあり、産学の

連携や交流に向けて、いばらき成長産業振興協議会「次世代自動車研究会」の活動等

を通じた取組を進めている。 
本県の自動車・産業機械関連の平成 26 年製造品出荷額等は、85,733 億円であり、

自動車・産業機械関連産業は本県産業の重要な位置を占めている。 
【平成 26年工業統計（自動車・産業機械関連）】 

   ※自動車製造業、自動車車体・附随車製造業、自動車部品・附属品製造業、建設機械・

鉱山機械製造業 
○製造品出荷額等：85,733 億円 

○事業所数：270 所（全国９位） 

○従業者数：18,540 人 

 

イ 環境・エネルギー 
本県には、原子力発電のほか、風力発電や太陽光発電等、再生可能エネルギー発電

システムの製造を行う株式会社日立製作所（日立市等）が立地しているとともに、地

元中小企業においても、大型風力発電システムの主要部品を製造する企業のほか、小

水力発電システムや非常電源システムの製品化した企業、レアメタルリサイクルに取

り組む企業等が存在している。また、本県には、豊富な再生可能エネルギーや鹿島地

区の副生水素、日立地区の LNG 基地等、水素に関連する多くの産業資源が賦存してお

り、将来、多様で豊富な水素を供給することが期待される。 
さらに、国立研究開発法人国立環境研究所や国立研究開発法人産業技術総合研究所、

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（高温ガス炉）等、この分野に関連す

る研究機関の立地もあることから、本県では「いばらきエネルギー戦略」（平成 26

年度策定）及び「いばらき水素戦略」（平成 27 年度策定）に基づき、いばらき成長産

業振興協議会「環境・新エネルギー研究会」の活動等を通じて、環境・エネルギー分

野の産学連携による研究開発を促進するとともに、グリーンイノベーションの推進に

繋げていくこととしている。 
     ○日立製作所グループにおける電力・エネルギー関連の売上収益：4,957 億円（H28

年度、ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ、電力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ、原子力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄの合計額 
［公開資料より］） 
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○いばらき成長産業振興協議会「環境・新エネルギー研究会」会員企業数：410 社（H29

年 11 月 1日時点） 
○いばらき成長産業振興協議会「環境・新エネルギー研究会」会員企業による自社製

品開発及び新規受注獲得件数：29件（協議会設立(H22 年 6月)～H29.9 月） 
 

ウ 医療・介護 
本県には、株式会社日立ハイテクノロジーズ那珂地区（ひたちなか市）や株式会社

ホギメディカル筑波工場（牛久市）等、大手メーカーの医療機器等の製造拠点が立地

していること等から、こうした企業への部材供給・連携が可能な、金属・プラスチッ

クの精密加工や測定・分析装置開発等の高度で幅広い技術を持った中小企業も多数立

地している。 
また、いばらき成長産業振興協議会「健康・医療機器研究会」の活動等を通じて医

療・介護の現場に近い茨城県立医療大学・同付属病院（阿見町）や国立大学法人筑波

大学・同附属病院（つくば市）と中小企業との連携も進められているところであり、

医療・介護分野の現場ニーズを機器開発に反映できる環境づくりを推進している。 
【平成 26年工業統計（医療機器関連）】 

※医療用機械器具製造業、歯科用機械器具製造業、医療用品製造業（動物用医療機

械器具を含む）、医療用電子応用装置製造業、医療用計測器製造業 
○製造品出荷額等：2,345 億円 

○事業所数：52 所（全国７位） 

○従業者数：5,338 人（全国２位） 

 

エ 食品 

本県には、アサヒビール株式会社（守谷市）やキリンビール株式会社（取手市）、

株式会社ヤクルト（五霞町）、キユーピー株式会社（五霞町）、雪印メグミルク株式

会社（阿見町）、タカノフーズ株式会社（小美玉市）等、大手食品メーカーの生産拠

点が多く立地しているほか、県産農産物を活用した加工食品等を製造する中小企業

が集積している。今後も、全国第２位の農業産出額を誇る農産物を生かした食品関

連企業の誘致等により、既存産業との新たな連携による相乗効果を生み出していく。 

また、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究開発機構や国立大学法人茨

城大学農学部等、食品に関連する大学・研究機関が立地しており、いばらき成長産

業振興協議会「食品研究会」の活動等を通じて、産学の連携による新たな商品・技

術の開発に向けた取組を進めている。 

【平成 26年工業統計（食料品製造業）】 

○製造品出荷額等：12,725 億円（全国７位） 

○事業所数：786 所（全国 10位） 
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○従業者数：41,671 人（全国 10 位） 

 

オ 電機・機械、地場産業、航空・宇宙、繊維・プラスチックほか 

   本県は、総合電機メーカーの生産拠点、金属・石油化学産業等の素材産業、自動車

関連産業の集積と、そのサプライチェーンを支える技術力の高い中小企業が多く存在

するとともに、特徴ある技術力で、ニッチな分野ながらもトップを目指せるような企

業も多く存在する。（※１参照） 

   本県における事業所数は、「電気機械」が 364 事業所、「金属製品」が 819 事業所、

「化学」と「石油・石炭製品」が合わせて 214 事業所あり、自動車関連では「輸送機

械」と「生産用機械」が計 660 事業所となっている。（平成 28 年経済センサス活動調

査） 

   電気・機械関連産業は、本県の基幹産業の一つであり、基盤技術を有する企業群が

集積しており、基盤となる生産設備の開発製造等、関連産業の成長や一層の集積が見

込まれるほか、成長性の高い次世代自動車やタービン等の航空・宇宙関連の中核技術

に強みを発揮できる。 

また、本県の恵まれた農林水産資源から生産される一次産品を利用した製品は、大

消費地に近いことから、競争力が高く、納豆や日本酒といった発酵食品等の地場産品

や笠間焼、結城紬等の工芸品の関連産業も多い。とりわけ、納豆生産メーカーで組織

される全国納豆協同組合連合会の本県の会員数は 21 で、全国一となっている。 

   繊維・プラスチック産業では、「繊維」が 202、「プラスチック製品」が 539 の計 741

事業所が立地し、研究機関である国立研究開発法人物質・材料研究機構や日立化成株

式会社等の大手企業も立地している。また、航空宇宙関連産業では、国立研究開発法

人宇宙航空研究開発機構の筑波宇宙センター等が立地し、当該分野での新素材の開発

や新規参入等民間需要の伸びが予想される。 

   県では、これらの特徴ある企業等の支援の一環として、営業や資材調達の経験を持

つ大手企業ＯＢ等による、製品や技術の売込み、発注案件の獲得と斡旋等を行うほか、

業界や大手企業等の情報収集と提供を行っている。 

   また、中小企業の様々な課題の解決を支援するため、大手企業ＯＢ等を生産現場に

派遣するほか、平成 29 年度からは新たに、営業力強化支援塾の開講や、企業の連携

体制づくり支援、技術力向上のための専門家チームによる支援や、生産性向上塾等を

実施している。 

   また、企業側の取組としては、国立大学法人茨城大学と地元企業による研究グルー

プ「ひたちものづくりサロン」、独立行政法人国立高等専門学校機構茨城工業高等専

門学校、商工会議所、企業をつなぐ「なかネットワークシステム」、複数企業の連携

により共同受注を行う IRDA(イルダ：県南企業中心）や GLIT（グリット：県北企業中

心）等のグループ活動も盛んである。 

   これらの基盤技術や高い技術力、特徴ある技術力を有する産業の集積を活用し、電

機・機械、地場産業、航空・宇宙、繊維・プラスチックなどの分野における技術開発・

製品開発等を促進するなどの取組を行う。 

※１ 茨城県が製造品出荷額全国１位の工業製品 品目一覧 

食料品(その他の製造食料品)、飲料・たばこ・飼料(その他の蒸留酒・混成酒)、
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木材・木製品(住宅建築用木製組立材料)、化学工業製品(塩化ビニル樹脂)、化学工

業製品(生薬・漢方)、プラスチック製品(包装用軟質プラスチックフィルム）、プラ

スチック製品(その他の強化プラスチック製品)、プラスチック製品(日用雑貨・台

所用品・食卓用品・浴室用品)、ゴム製品(その他の練生地)、窯業・土石製品(理化

学用・医療用ガラス器具)、窯業・土石製品(ガラス短繊維、同製品)、窯業・土石

製品(道路用コンクリート製品)、非鉄金属(その他の非鉄金属製品)、金属製品(鉄

骨系プレハブ住宅)、金属製品(ユニットハウス)、金属製品(その他の金属表面処

理)、はん用機械器具(空気圧機器）、生産用機械器具(ショベル系掘さく機)、業務

用機械器具(精密測定器)、業務用機械器具(光学レンズ）、電子部品・デバイス・電

子回路(フレキシブルプリント配線板)、電気機械器具(電気洗濯機)、電気機械器具

(医療用計測器)、その他の製品(映像用情報記録物)。 

 

②県内の国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、民間研究所等が

保有するデジタルデータ・ロボット・ＡＩ等の技術を活用した第４次産業革命分野 

本県では、県内企業のＩｏＴ活用による生産性の向上や経営力の強化、ビジネス創出を

目的に、産学官金が連携した「茨城県ＩｏＴ推進ラボ」が、地方版ＩｏＴ推進ラボの第

１弾として選定され、各参加機関主催による新技術セミナーや先進事例調査、成果事例

の発表会等を精力的に実施しているほか、国や大学、インダストリアル・バリューチェ

ーン・イニシアチブやロボット革命イニシアチブ等とも連携して、地域における中小企

業のＩｏＴ利活用の促進に取り組んでいる。 

また、全国に先駆けて産業技術イノベーションセンターに「模擬スマート工場」を整備

し、中小企業のＩｏＴやロボット導入の実証試験や、製品開発の場として提供するほか、

新製品・新サービスの開発支援や生産性向上に向けた設備投資等への支援などにより、

技術革新の促進を図るとともに、ＩｏＴ専門家による相談対応や、ＩｏＴ導入計画の作

成などの支援も行っている。 

これらの取組により、平成 28年度は中小企業 44件のＩｏＴ導入の取組に繋がるほか、

県北地域では中小企業と大手企業が協力し、インターネット上でデジタル設計データの

共有化を図り、開発期間の短縮を図る等、ＩｏＴでの先進的な取組を進める等、着実な

成果を上げつつある。 

今後は、成長産業振興協議会等とも連携し、デジタルデータ・ロボット・ＡＩ等の技術

を活用した生産性向上や新分野進出等の取組の支援にも力を入れるとともに、ＩＣＴの活

用促進のためのインフラ整備や中小企業の経営改革の支援を進めることで、国際競争力の

高い地域中核企業の育成を図っていく。 

 

③研究機関等が保有する原子力科学等の最先端技術を活用した成長ものづくり分野 

つくば地域には、29 の国等の研究機関の集積による世界有数の研究開発拠点が形成さ

れており、東海村と周辺の大洗町、那珂市にも、多くの原子力関連施設が立地し、多様

な原子力科学研究が行われている。 
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つくば地域との連携について本県では、企業ニーズに基づき、つくばの研究成果の県内

企業へ橋渡しや、いばらき成長産業振興協議会の顧問・運営委員である国立大学法人筑

波大学や国立研究開発法人産業技術総合研究所等の研究者との意見交換、国立大学法人

筑波大学との定期的な連携推進会議の開催を通じた連携に取り組んでいる。また、長年

に渡り、県内に立地する多くの研究開発型中小企業が開発した実験機器等が、大学や研

究機関での研究開発推進の一端を担う等、地元企業と研究機関の間での連携も生まれて

いる。 

東海村においては、平成 20 年、世界最高レベルの大強度陽子加速器施設 J-PARC（日本

原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が共同で建設・運営）が供用を開始し、

素粒子物理、原子核物理、物質科学、生命科学、原子力等幅広い分野で国内外の研究者に

よる最先端の研究開発が行われている。 

このうち、中性子においては、稼働している 20 本のビームラインのうち、２本は本県

が産業利用を目的に独自設置したものとなっており、日本を代表する大手企業等が、次

世代電池材料や高性能磁石材料開発、創薬につながるタンパク質の機能解明等に用いて

いる。また、地域の大手企業のみならず、県内中小企業において J-PARC 本体で中性子を

発生させる重要な機器である水銀ターゲット容器の製造を受注するなど、中小企業にお

ける J-PARC の運転や保守管理、中性子ビームラインの測定装置製作等の累計受注額は、

100 億円(H20 年度～)を超えており、J-PARC で使用されている各種装置に県内中小企業保

有している高度な金属加工技術や接合技術など県内中小企業の高いものづくり技術が活

用されている。 

さらに、国立大学法人茨城大学では、社会連携センターによる戦略的地域連携や、工学

部附属教育研究センターによる県内中小企業との共同研究から人材育成に至る地域に根

付いた取組が行われている。 

今後とも、つくば地域や東海地区等に集積している研究機関が保有している最先端技術

を活用し、産学官連携等を通じて、成長ものづくり分野における県内企業の新製品・新

技術開発等を支援していく。 

○県総合計画数値目標：産学官連携による新製品等開発件数（累計） 
  H26 年：31件 → R3 年：106 件 
○県総合計画数値目標：先端技術を活用した新製品・新サービスの創出件数（累計） 
 H30 年：15 件 → R3 年：45 件 

 

④県内に集積する研究機関の知見を活用したサービス産業分野 

本県において、サービス産業は総生産額及び従業員数の約６割を占める等、本県におい

て重要な産業であり、今後も産業構造の変化や少子高齢化等を背景に、新たなサービス

市場の拡大が見込まれ、その重要性はますます大きくなるものと想定される。 

しかしながら、サービス産業は製造業に比べて生産性や従業者の賃金水準が低いことや

人手不足等の課題がある。 
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これまでは、長年の「経験」や「勘」に頼りがちであったサービス産業ではあるが、県

内の研究開発法人産業技術総合研究所や国立大学法人筑波大学等の研究機関等では、ICT

を活用して、ビッグデータを収集・解析・モデル化することにより、効果的な販促活動を

実現するなど、サービス産業の生産性向上を科学的・工学的に向上させる方法論に関する

研究が進められている。 

本県では、これらの知見を活用し、産学官によるサービス産業の生産性・付加価値向上

のためのモデル事業を実施し事業成果の普及を図り、中小サービス事業者の生産性・付加

価値向上を支援してきたところである。  

また、平成 29 年度からは、情報通信事業雇用促進事業を通じて、サービス産業の生産

性向上を促進する土台となる IT 活用システム開発等の支援を実施している。 

今後は、県内経済の更なる発展を目指して、これら県内の研究機関の知見を活用して、

運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉等

幅広い業種において生産性・付加価値向上や先進的な取組を支援、促進していく。 

加えて、平成 31 年に本県で開催される「いきいき茨城ゆめ国体」、さらに東京オリンピ

ック・パラリンピックといった大イベントの開催を契機として、国内外における本県の注

目度が高まることから、関連するスポーツ産業等の育成を支援する等、更なる県内サービ

ス産業の成長を目指す。 

○茨城県における産業別の総生産・就業者数 

区 分 
H26 総生産（億円） H26 就業者数(万人) 

 割合（％）  割合（％） 

第 1次産業   2,459  2.0   7.5  5.6 

第 2 次産業 46,881 38.3  41.4 30.6 

第 3 次産業 72,937 59.7  86.2 63.8 

合 計 122,277 100.0 135.1 100.0 

（出典）総生産：平成 26 年度県民経済計算(茨城県企画部統計課）、就業者数：H26 経

済センサス基礎調査 (総務省統計局) 

 

○つくば地区の研究集積 

・立地件数：29 の国等の研究・教育機関が集中 

・研究者数：約 20,000 人の研究者が世界でもトップレベルの研究を進めている  

（H28 年筑波研究学園都市立地機関概要調査報告書） 

 

⑤野菜や果樹等全国トップクラスの産出額を誇る農林水産物を活用した農林水産分野 

  本県は、農業産出額全国トップ３の品目が下表のとおり 31 品目あるほか、米（全国第

５位）、トマト（全国第５位）、豚（全国第６位）、生乳（全国第８位）、肉用牛（全

国第 10 位）等の産出額が全国のトップクラスを誇る農業県であり、さば類やまいわし

等の水産物等も含めた様々な農林水産物を、首都圏を中心として国内への供給はもとよ

り、北米・東南アジア等への輸出にも取り組んでいる。 

  そこで、本県では、農林水産物のブランド化や６次産業化による付加価値の向上、輸出

促進等による需要開拓等、新たな取組にチャレンジする革新的な産地づくりや経営感覚に
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優れた経営体づくりに取り組んでいる。 

  今後、本県農林水産業が成長産業としてさらに発展していくためには、意欲ある産地や

経営体が収益性の高い経営を展開し、「儲かる農林水産業」を実現することが重要である

ため、経営規模の拡大や ICT 技術等を活用した生産性の向上とともに、食品企業等と連携

した地域ぐるみでの６次産業化や国内外の販路開拓を一層促進していくことによって、全

国トップクラスの産出額を誇る農産物を活用した農林水産分野の振興を図る。 

 

【県総合計画で定める数値目標】 

  ○販売金額１億円以上の農業経営体数 H22 年：216 → R2 年：350 
  ○法人化している農業経営体率 H22 年：3.5％ → R2 年：11.7％ 
  ○民有林における売上高 4億円以上の経営体数 H29 年：- → R3 年：2 

○沿岸漁業における法人の割合 H30 年：3.2％ → R3 年：8.9％ 
○漁労収入 1億円以上の沿岸漁業経営体数 H30 年：5 → R3 年：12 
○県の支援により成約した農産物の市場外取引商談件数（累計） 
H30 年：137 件 → R3 年：860 件 

 

 ⑥茨城県上海事務所等の海外拠点や独立行政法人日本貿易振興機構茨城貿易情報センタ

ー等の知見を活用した海外展開分野 

   本県は、グローバル経済の成長力を取り込み、県内企業が力強く成長を続けていくため

に海外における支援体制を整えている。平成８年には中国上海に茨城県事務所を開設し

たほか、現在ではソウル、シンガポール、ロンドンに駐在員を派遣し、経済情報の収集

や企業の海外における活動を支援している。 

       また、いばらき中小企業グローバル推進機構との連携をはじめ、独立行政法人日本貿

易振興機構茨城貿易情報センターが持つ専門知識やノウハウ、海外ネットワーク等を活

用し、県内企業の各種相談に対応しているほか、国際見本市への出展支援や海外バイヤ

ーとの商談会開催等を通じて海外販路開拓を支援する等、県内企業が東アジア、アセア

ン地域、欧米諸国等海外の成長市場に進出し、新たな販路等を獲得するための体制が既

に整えられている。 

      加えて、本県には、国内外で高い評価を得ている県産品や高い技術力を持つ優れた中

小企業が数多くあることから、県上海事務所等の海外拠点や独立行政法人日本貿易振興

機構茨城貿易情報センターと連携し、海外セミナーや商談会の開催等を通じて、海外展

開に取り組もうとする県内中小企業の掘り起しや県内企業の海外展開を積極的に支援し

ている。平成 28 年度は独立行政法人日本貿易振興機構と連携し、ベトナムの食品バイヤ

ー４社を本県に招聘し、延べ 12 社を訪問、延べ 36 社との商談を実施した。 

第１位 

（12品目） 

鶏卵、かんしょ、れんこん、ピーマン、メロン、ほしいも、みず菜、

チンゲンサイ、切り枝、芝、くり、セリ 

第２位 

（７品目） 
レタス、はくさい、梨、こまつな、パセリ、落花生、マッシュルーム 

第３位 

（12品目） 

ねぎ、ほうれんそう、にら、ごぼう、スイートコーン、かぼちゃ、 

らっきょう、春菊、みつば、シクラメン、そらまめ、こんにゃくいも 

【表】茨城県の産出額が全国第１位から第３位の農産物 
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また、経済成長の著しい東南アジアや中国を対象に専門家である輸出拡大支援員を派

遣し、県内企業とともにバイヤーへの売込みを行う等、官民一体で海外販路を開拓して

いる。 

      さらには、自ら輸出に取り組もうとする地域商社としての活動を開始している県内事

業者もいることから、これらの事業者も含めた官民が一体となった輸出支援体制を確立

すべく検討を進めている。 

  今後は、茨城県上海事務所等の海外拠点や独立行政法人日本貿易振興機構茨城貿易情報

センター等の知見を活用しながら、県内中小企業の海外市場への進出を積極的に促進して

いく。 

 

⑦４本の高速道路網及び２つの重要港湾、空港等陸海空の交通・物流インフラを活用した

物流関連分野 

 県内の高速道路網については、常磐自動車道が県土を南北に縦貫し、北関東３県の主要 

都市と茨城港常陸那珂港区を結ぶ北関東自動車道が東西に横断しているほか、県南・県西 

地域を横断する首都圏中央連絡自動車道の県内区間が平成 29 年２月に全線開通した。東 

関東自動車道水戸線は、東京都を起点とし、千葉県を経て茨城県に至る高規格幹線道路で、 

県内においては、県内区間約 51 キロメートルのうち、千葉県境～潮来 IC 間約２キロメー 

トル及び茨城空港北 IC～茨城町 JCT 間約９キロメートルが開通している。 

 鉄道については、南北の幹線となる常磐線のほか、水戸駅を起点として、県西地域には 

水戸線、さらには東京駅、新宿駅に直通する東北本線、県北山間地域には水郡線、鹿行地

域には大洗鹿島線が運行されており、つくば駅と秋葉原駅を結ぶつくばエクスプレスにつ

いては、平成 28 年度の輸送人員が１日平均 35 万４千人と順調に伸びている。 

 港湾については、平成 20 年 12 月に県北三港統合により誕生した茨城港（日立港区、常 

陸那珂港区、大洗港区）、平成 23 年５月に国際バルク戦略港湾に選定された鹿島港の２つ 

の重要港湾があり、首都圏の物流拠点として貨物の取扱が増加している。 

 平成 22年３月に開港した茨城空港は国内外に定期便が就航しており、首都圏の航空需 

要の一翼を担っている。  

 こうした、本県の陸海空の物流インフラを効果的に活用し、急速に進展する産業のグロ 

ーバル化に対応するなど、地域経済の活性化に結び付けていく。また、東日本大震災の教 

訓や、今後懸念される首都直下型地震等大規模災害への対応を踏まえ、これまで東京圏に 

一極集中してきた経済活動、物流機能の再編や物流コストと環境負荷の軽減の両方に配慮 

した物流の実現を図っていくため、本県は「首都圏の経済・生活を支える物流ネットワー 

ク」の形成を着実に進め、地域経済の競争力強化を図っていく。 

 

⑧筑波山、霞ケ浦、海岸線等の自然景観をはじめとした豊かな観光資源を活用した観光分

野 

  本県は、阿武隈・八溝山系の山々や変化に富んだ海岸線のほか、筑波山、霞ケ浦、日本 

三名瀑の一つである袋田の滝などの魅力ある自然景観に加え、日本三名園の一つである 

偕楽園や弘道館をはじめとした多くの文化遺産、四季折々の食材とこれを使った郷土料 

理、伝統工芸品、伝統行事など、豊かな観光資源に恵まれている。 

  また、つくば・東海地区における最先端技術や日立・鹿島地区における高度な産業技術 
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の集積、高速道路、港湾、空港などの広域的な交通網の整備が進展することで、国内外の 

物流、観光、文化などにおける更なる交流が期待されている。 

  そこで、本県では、こうした観光客を魅了する観光資源を最大限に生かしながら、多様

化する観光客のニーズに的確に対応し、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため、平成 28 年３月に「茨城県観光振興基本計画」（計画期間：平成 28 年度から

令和 2年度）を策定した。 

  本計画では、①おもてなし日本一に向けた基盤づくり、②国内外への情報発信の強化、 

③地域の特性を生かした国内誘客促進、④東京オリンピック・パラリンピック等の開催を 

見据えた国際誘客促進、⑤魅力ある観光地域づくり、⑥稼げる観光産業の振興を６つの柱 

とし、各種施策を展開しているところである。 

  また、平成 28 年８月に、観光庁の日本版ＤＭＯ候補法人に登録された一般社団法人茨

城県観光物産協会を中心に、地域の特色を生かした市町村レベルのＤＭＯとの連携を図

りながら、全県的に稼げる観光地域づくりを一体的に推進する体制構築に取り組んでい

るところである。  

今後は、本県で開催される平成30年の世界湖沼会議や31年の「いきいき茨城ゆめ国体」・ 

「いきいき茨城ゆめ大会」、さらに東京オリンピック・パラリンピックといった一大イベ

ントを誘客促進の絶好の機会と捉え、人気のサイクリングコースであるつくば霞ケ浦りん

りんロードや東京オリンピックのサッカー競技の県内開催を契機としてスポーツツーリ

ズムの推進を図るとともに、新たな観光資源を発掘し、これらの観光資源を活用した観光

分野における高付加価値で地域に波及効果がある地域経済牽引事業を創出・促進するとと

もに、情報発信の強化、宿泊観光の促進、売れる土産品の開発やおもてなしの受入体制の

整備に努めるなど、県内の豊かな観光資源を活用して、当該分野を推進する。 

 

  【県総合計画で定める数値目標】 

   ○観光地点等入込客数（延べ人数）  
H26 年：5,075 万人 → R3 年：8,450 万人 

   ○観光消費額                      
H26 年：2,260 億円 → R3 年：3,950 億円 

 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な事業環境の整備を行っていく必

要がある。国の各種支援策も活用し、積極的な対応で事業コストの低減や本区域にし

かない強みを創出することはもとより、既存の強みの磨き上げに努めることが必要で

ある。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①固定資産税の減税措置の検討 

    各市町村において、活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課したうえで、
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固定資産税の減税措置に関する条例の制定を検討する。 

 ②地方創生関係施策 
    平成 28 年度の地方創生推進交付金（１次公募）を活用し、医療・介護分野で世界を狙

える地元中核企業の育成を図った。具体的には、医療現場等のニーズや県内中小企業・

研究機関の技術シーズを幅広く収集し、これをもとに行う製品開発や販路開拓を支援し

た。 

また、平成 29 年度の地方創生推進交付金（１次公募）活用し、中小企業の競争力の強

化を図る。具体的には、大学・研究機関等と連携した研究開発や新製品開発等を支援する

ほか、IoT 等を活用した新製品・新サービスの創出や生産性向上に向けた設備投資等への

支援、産業技術イノベーションセンターの機器・設備の整備などに取り組んでいる。 

さらに、平成 29 年度の地方創生推進交付金（１次公募）活用し、魅力ある観光地域づ

くりに取り組む。具体的には、県域ＤＭＯの機能強化、ＤＭＯ形成・確立に向け中核と

なる人材の育成・確保、宿泊施設の魅力向上のための改修等の支援、若者目線を活用し

た観光資源の発掘、土産品の販売促進、海外の旅行会社等と連携した観光プロモーショ

ンの実施等に取り組んでいる。 

今後は、５（１）①、③の成長ものづくり分野、５（１）②の第４次産業革命分野、５

（１）④のサービス産業分野、５（１）⑤の農林水産分野、５（１）⑥の海外展開分野、

５（１）⑦の物流関連分野、５（１）⑧の観光分野において、平成 30年～令和 2年度の

地方創生推進交付金を活用する予定としており、設備投資支援等による事業環境の整備

や、販路開拓の強化等を実施し、本計画に基づく地域経済牽引事業の促進に積極的に取

り組むことで、地域経済全体の底上げ、好循環の創出を図っていく。 

③融資制度の整備 
   地域経済牽引事業の促進に必要な資金の調達の円滑化を図るため、茨城県信用保証協会

と連携しながら、承認地域経済牽引事業を対象とした融資制度の整備を検討する。 
 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

地域企業の技術力の向上のために、茨城県産業技術イノベーションセンターにおけ

る研究成果等のインターネット公開を進めていく。 

また、県ホームページに設けている「茨城県オープンデータカタログ」の運営を通

じ、庁内に保有するデータのオープンデータ化を進めることで、生活の利便性や行政

の透明性の向上を図るとともに、民間企業等でのオープンデータの利活用による新事

業の創出を促すなど、社会・経済の活性化に寄与することを目指す。 

さらに、市町村と共同運用している「県域統合型ＧＩＳ（地理情報システム）」の公

開用ホームページである「いばらきデジタルまっぷ」を通じて、県民生活に関連する

各種地図情報の提供を行う。 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

茨城県産業戦略部産業政策課内、県内市町村の商工担当課内及び公益財団法人いば
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らき中小企業グローバル推進機構内に事業者の抱える課題解決のための相談窓口を設

置する。 

 また、公益社団法人茨城県農林振興公社内に６次産業化に取り組みたい、あるいは

現に取り組む農業者等の相談を受け、課題に応じた専門家を派遣する相談窓口を設置

する。 

さらに、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、必要に応じて知事や

市町村長にも相談した上で対応することとする。 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①茨城県産業技術イノベーションセンターの機能強化 

茨城県産業技術イノベーションセンターの機能強化を図るため、ハード・ソフト両

面での支援機能の拡充について検討する。 

 

②本社機能移転の推進 

 本県への本社機能移転を推進するため、国の地方拠点強化税制の活用に加え、本県 

独自の県税の特例措置や補助制度について、今後成長が見込まれる新たな分野も視野 

に入れた見直しを検討する。 

 

（６）実施スケジュール 

取組事項 平成 29 年度 平成 30 年度～令

和 3年度 

令和 4年度（最終

年度） 

【制度の整備】 

①地方創生関係施策 運用 運用 運用 
②融資制度の整備 検討 運用 運用 
【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①茨城県産業技術イ

ノベーションセンタ

ーが有する技術情報

等の提供 

運用 運用 運用 

②茨城県オープンデ

ータカタログによる

県保有情報の提供 

運用 運用 運用 

③いばらきデジタル

まっぷによる県保有

の地図情報の提供 

運用 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談窓口の設置 運用 運用 運用 

【その他】 

①茨城県産業技術イ 検討・運用 検討・運用 検討・運用 
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ノベーションセンタ

ーの機能強化 

    
 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

  地域一体となった地域経済牽引事業の促進に当たっては、県内の公設試験研究機関であ

る茨城県産業技術イノベーションセンター等や、公益財団法人いばらき中小企業グローバ

ル推進機構などの県内産業支援機関、さらに、いばらき成長産業振興協議会等の地域に存

在する各支援機関や、公益社団法人茨城県農林振興公社などの関係機関などが相互に補

完・連携しながら、それぞれの役割を十分に果たしていくことで、支援効果を最大限に高

めていく必要がある。 
  そのため、県では、これらの支援機関等と連携した連携支援計画の策定が行われるこ 
とを目標に、関係支援機関等の理解醸成に努める。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

 ①茨城県産業技術イノベーションセンター 

   当センターは、県内中小企業に対して技術的な支援を行う中核機関として、工業、

食品、繊維、窯業、工芸、デザインなどの分野について、研究開発、技術支援、人材

育成等の各種業務を通して、県内中小企業の新製品や新技術の開発・実用化、生産技

術の高度化などを支援しており、今後更なる機能強化を図っていくこととしている。 
この他、大学・研究機関等と連携して、中小企業が求める先端的な技術移転につい

て、国立研究開発法人産業技術総合研究所等との連携により製品開発などを進めてい

る。 
さらに、栃木県・群馬県と連携した「北関東デジタルものづくりネットワーク」や福

島県・群馬県・山梨県と連携した「医療機器産業強化コンソーシアム」において、セミ

ナーの開催や機器の相互利用に取り組むなど、他県の公設試験研究機関と連携して、新

技術の導入や成長産業への進出を促進することで、中小企業の競争力強化に向けた支援

を行っている。 
 
②公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 

  中小企業の振興を図り、本県産業の発展に寄与するため、国や県の重要施策の一部を

担い、受発注取引のあっせん、創業や新分野進出等の総合的な相談、新製品・新技術
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開発への助成、国際化への対応など、地域産業の中核を成す中小企業を支援する各種

事業を実施しており、県内中小企業支援機関の中核として不可欠な役割を果たしてい

る。 
 

③株式会社つくば研究支援センター 
茨城県、つくば市、地域の研究機関や大学、民間企業との連携のもと、筑波研究学園

都市の科学技術の集積を最大限に生かし、我が国の産業競争力の強化に不可欠な産業

の新陳代謝とベンチャーの創出・育成や地域中小企業の技術力、開発力向上や販路開

拓等を支援するなど重要な役割を担っている。 
 
④株式会社ひたちなかテクノセンター 
ひたちなか市及びその周辺地区における地域産業の高度化を図るため、各種コーディ

ネート活動による新製品開発や技術開発の支援、ベンチャー企業等に対する快適なオ

フィス環境の提供、企業従事者や離転職者を対象にした人材育成セミナー、その他茨

城県のデザイン振興のサポート、デザイン普及促進事業など、地元中小企業発展のた

めに地域に密着した様々な事業を展開している重要な支援機関となっている。 
 

⑤公益財団法人日立地区産業支援センター 
日立市の出捐する公益財団法人であり、産業支援機関として、地域の大学などとも連

携して、人材育成、競争力の強化、受注開拓、新製品新技術の開発、創業支援など、中

小企業の幅広い支援事業に取り組んでいる。また、平成 29年度は、県委託事業として、

企業の連携体制づくり、生産性向上支援を実施している。 
 

⑥いばらき成長産業振興協議会 
県内の産学官金で構成する「いばらき成長産業振興協議会」の中に、今後の需要が見

込まれる「次世代自動車」、「環境・新エネルギー」、「健康・医療機器」、「食品」、「次世

代技術」の５研究会を設置・運営し、各研究会に配置したコーディネータの活動等を通

じ県内中小企業の成長分野進出を促進する重要な役割を担っている。 
 

⑦茨城県農業総合センター 
   茨城農業のブランド力強化に向けた新品種・新技術の開発、普通・園芸作物等の各部

門の研究所と連携した新技術の普及、高度な経営能力を習得するための専門教育と多様

な担い手の確保・育成といった「研究」・「普及」・「教育」の三位一体による活動を展開

している。近年は、ICT や高度環境制御技術など先端技術が生産現場で有効に活用して

いくための「先端技術活用プロジェクト」や、農業経営者等を対象に農業経営や技術等

を幅広く学ぶことができる「いばらき農業アカデミー」の開設など、産学官連携した取
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組を進めている。 
 
⑧公益社団法人茨城県農林振興公社 
主要農作物種子の安定生産や園芸作物の生産振興、新規就農者の育成、農業者の経営

安定と農林業の基盤整備等広範な事業を実施している。県オリジナル品種のメロン「イ

バラキング」やいちご「いばらキッス」等の種苗の生産・供給や新規就農相談会や就農

促進講座の実施、県６次産業化サポートセンターの運営等を通じて、農林業者の様々な

サポートを行い、本県農林業の振興を図っている。 
 

  ⑨一般社団法人茨城県観光物産協会 
  本県における観光及び県産業製品（県産品）の振興に関する事業を行うことにより、

公共の福祉の増進と地域経済の健全な発展に寄与することを目的としている法人であ

る。観光地の紹介宣伝、国内外観光客の誘致、観光情報の収集及び提供、他の観光機関

との連絡調整、外国人旅行者の受入体制の整備、県産品の普及・宣伝及び販路拡大等に

取り組んでおり、また平成 28 年８月に観光庁日本版ＤＭＯ候補法人登録されるなど、

本県の観光振興において不可欠な役割を果たしている。 
 
地域金融機関等の地域経済牽引支援機関が行う支援事業の内容及び実施方法については、

理解醸成を図りながら、今後、関係者間で調整・検討していく。 
 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

   茨城県は、190 キロメートルに及ぶ海岸線、霞ケ浦、筑波に代表される豊かな水、緑

の山野に恵まれ、先人たちのたゆまぬ努力と進取の精神により、自然との調和の中で今

日の豊かな生活を築いてきた。 

   この豊かで美しい環境を将来の世代に引き継いでいくため、県では平成８年に茨城県

環境基本条例を制定し、本条例に基づき、県民、事業者及び地方公共団体が連携するこ

とで、協力し合って、良好な環境を保全し、進んでやすらぎと潤いのある快適で住みよ

い環境の創造を目指している。 

   また、平成 25 年３月に改訂した「茨城県環境基本計画」においては、事業者の役割

として、事業活動に起因する公害の防止や資源・エネルギーの効率的利用、環境配慮型

製品の購入など、環境の負荷の低減に向けて自主的かつ積極的に取り組むことが期待さ

れている。 

   事業者は、こうした条例や計画の趣旨を十分に理解し、その事業活動を行うに当たっ

ては、生活環境への配慮及び自然環境・生物多様性の保全はもとより、廃棄物の適正処
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理、３Ｒの推進、さらには地球温暖化対策等を積極的に推進していくことが求められる。 

   また、事業者は、環境保全のための新たな技術の開発や環境配慮型商品の生産・販売、

環境保全サービスの提供などを行い、環境と調和した持続可能な事業活動を展開すると

ともに、地域社会の一員として、県民、民間団体、市町村及び県との連携・協力を図り

ながら、地域における環境の保全と創造に向けた取組を積極的に推進することが求めら

れる。 

   県は、県民、民間団体、事業者、市町村、近隣県、国等と連携を図り、各主体が自主

的かつ積極的に良好な環境の保全と創造の取組に参加できるよう、それぞれの役割や取

組の方向などを明らかにするとともに、各主体間のネットワーク構築などを図り、総合

的に環境保全対策を推進するとともに、県民や事業者等の自主的かつ積極的な実践行動

を促進するための各種の制度づくりや環境情報の提供、環境学習の推進、普及啓発など

を行う。 

   事業者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護

区、自然公園法に規定する国定公園、自然公園法に規定する県立自然公園、環境省が自

然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い湿

地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、国内希少野生動植物の生息（繁

殖・越冬・渡り環境）・生育域などこれらの区域に近接している区域や絶滅危惧種の生

息する区域での事業実施に当たっては、自然環境と多様な自然環境と生物多様性の保全

に十分に配慮する。 

   地域経済牽引事業の実施に当たっては、国が定める各種環境法令を遵守するととも

に、事業活動に伴い生じ得る環境保全上の問題に配慮しつつ、地域社会との調和を図る。 

 なお、本計画は公園計画との整合を図り、本県県民生活環境部環境政策課と調整を行

った上で策定したものである。また、地域経済牽引事業計画を承認する際には、事前に

本県県民生活環境部自然環境課と調整を図ることとする。 

また、環境保全上重要な地域内での整備の実施に当たって、直接或いは間接的に影響

を与えるおそれがある場合は、予め地方環境事務所と調整し、本県県民生活環境部環境

政策課または自然環境課と十分調整を図りつつ、専門家の指導・助言を踏まえて、それ

らの保全が図られるよう十分配慮して行う。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

   茨城県では、平成 15 年に安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項や犯罪の

防止のために必要な規制を定めた「茨城県安全なまちづくり条例」を策定し、県、事業

者及び県民が一体となって、安全な社会の実現に向けた取組を推進している。この結果、

県内の刑法犯認知件数は、平成 14 年の 67,672 件（過去最高）をピークに平成 28 年ま

で 14年連続して減少している。 

   地域経済牽引事業の促進に当たっては、「茨城県安全なまちづくり条例に基づく防犯

上の指針」により、安全で安心なまちづくりに配慮することが重要である。 
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   このため、事業者は、安全で安心なまちづくりに関する理解を深め、その所有し、又

は管理する施設及び事業活動に関し、安全の確保に自ら努めるとともに、安全で安心な

まちづくりの推進に関し、県が実施する施策に協力するように努める。 

   また、本計画の推進に当たり、事業者、地域住民及び行政は、適切な役割分担の下、

次の事項について配慮する。その際、事業者は、地域住民の理解を得るよう努めなけれ

ばならない。 

   ①道路における犯罪防止に配慮した構造・設備等 

    ・車道と歩道の分離 

    ・道路の周辺からの見通しの確保 

    ・照明の設置による夜間における照度の確保 

   ・犯罪多発箇所や通学路等への街頭防犯カメラの設置 

    ・地下道等の犯罪発生の危険性の高い箇所への非常警報装置の設置 

   ②駐車場における犯罪防止に配慮した構造・設備等 

    ・周辺から見通しが確保されたフェンス、さく等による外周部との区別 

    ・ミラー等の設置による駐車場内部の見通しの確保 

    ・駐車場内における平均水平面照度の確保 

    ・管理者等の常駐、巡回や防犯カメラ等の防犯設備の設置 

   ③防犯のために必要な措置等 

    ・防犯設備の点検整備 

    ・従業員に対する防犯指導及び防犯訓練の実施 

    ・110 番通報要領の策定及び備え付け 

    ・警察や防犯関係機関等との連絡と防犯情報の交換 

   ④事業者の交通安全対策 

    ・業務車両の安全運行の確保 

   ・従業員に対する交通安全教育の実施  

 

（３）その他 

   ①ＰＤＣＡ体制の整備等 

    毎年、庁内会議を開催するなど、基本計画と承認事業計画に関するレビューを行

い、効果の検証と事業の見直しを実施していく。 

   ②諸計画との調整方針等 

   本県における港湾計画においては、港湾を中心とした土地の利用や交通体系の強

化などが計画されており、当該港湾計画に関連した促進区域を設定するにあたって

は同計画と調和して整合を図るものである。 

 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 
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（１）総論 

   現時点では該当なし。今後、記載の必要が生じた場合は、本計画を変更し、定め 

ることとする。 

 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

 

１０ 計画期間 

 本計画の計画期間は、計画同意の日から令和４年度末までとする。 

 

 

 

 

 

 

 
 


